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滞在時間延長型観光コンテンツ事業事務局運営業務委託に関する質問とその回答 

実施要項項目 質問 回答 

3. 参加資格・条

件（３） 

法人税、法人県民税、法人事

業税、消費税及び地方消費税

等納付すべき税金を滞納して

いる者。とあるが、納税証明

書の提出は必須事項か。 

事業所が東京を所在とする場

合においても、法人県民税の

納税証明書の取得が必要か否

か、ご教示ください。 

・納税証明書の提出は必須で

はございません。提出書類に

ついては、４（４）ウに記載

の提出書類をご提出くださ

い。 

仕様書項目 質問 回答 

５（１）公募に関

する業務 

公募を実施した結果、要件を

満たす、あるいは海外市場に

通用するポテンシャルを持つ

応募がKPI である 10 件に満た

なかった場合、受託者（事務

局）自らが県内事業者へアプ

ローチし、スカウトや個別発

掘等を行って 10件を確保する

補完措置が求められるか、ご

教示ください。 

・本KPI については 10件程

度となっており、10 件を必

須とするものではございませ

ん。ついては、要件を満たす

応募数が 10 件に満たなかっ

た場合は、その応募数の中よ

り審査をいただくことを想定

しており、受託者（事務局）

自らが県内事業者へアプロー

チし、スカウトや個別発掘等

を行うことは想定しておりま

せん。 

５（２）審査体

制・審査運営に関

する業務 

ア 審査員候補を

リストアップし、

協会に提案するこ

と。 

ウ 審査員向けに

応募書類の翻訳を

すること。 

審査員は米国・台湾ネイティ

ブに限らず、その市場に精通

した者を仕様書記載の観点で

ご提案するという認識で間違

いないか。書類等翻訳を前提

とされているため、想定をご

教示ください。 

・その認識で間違いございま

せん。米国・台湾のネイティ

ブを審査員に選任する場合に

おいては、書類等の翻訳業務

を行っていただく想定です。 

５（２）審査体

制・審査運営に関

する業務 

（オ）（ウ）の現地

審査会はオンライン・対面い

ずれを想定されているか、ま

た会場手配も受託者手配とな

るのか。それにより経費が大

・審査会は対面での実施を想

定しております。（審査員が

国外に居住している場合は審

査会当日にオンライン接続で
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視察に係る費用及

び審査会を実施す

るために係る費

用、審査員への報

酬、交通費等の一

切の経費は、受託

者が負担するこ

と。 

きく異なるため可能な範囲で

ご教示ください。 

また、審査員による現地視察

はおおよそどのくらいの規模

を想定されているか、視察必

須の判断はどのように下され

るか。それにより経費が大き

くことなるため可能な範囲で

ご教示ください。 

 

ここでいう「モデルコース」

とは、OTA上で交通と宿泊・

体験がセットになった「1つの

パッケージ商品（あるいはダ

イナミックパッケージ）」とし

て実際に予約・購買できる状

態まで商品化することが求め

られているか。それとも、LP

等のプロモーションにおいて

「おすすめの周遊ルート（記

事コンテンツ）」として紹介

し、各パーツ（体験や宿泊）

ごとにOTAへのリンクを設置

する形でもよいか、ご教示く

ださい。 

も可とします。）を想定して

おります。会場手配について

は、弊会会議室をご使用いた

だくことを想定しているた

め、会場費用をご負担いただ

くことは想定しておりませ

ん。 

 

・審査は原則として書面によ

り実施いたします。現地視察

につきましては、審査員から

の要望があった場合に限り実

施する予定としております。

また、必要に応じて、審査員

の要望に基づき追加ヒアリン

グ等を実施いたします。 

 

・1つのパッケージ商品とし

てではなく、LP等のプロモ

ーションにおいて「おすすめ

の周遊ルート（記事コンテン

ツ）」として紹介し、各パー

ツ（体験や宿泊）ごとに

OTAへのリンクを設置す

る」形を想定しております。 

５（４）選定コン

テンツに係るラン

ディングページの

制作 

LP を最終的に設置格納するサ

ーバーは協会のサーバーとい

うことで間違いないか、ご教

示ください。 

・間違いありません。 

５（５）ファムツ

アーの実施 

米国及び台湾のメディア（イ

ンフルエンサーを含む。）と

は、自国からの招聘を想定し

ているか、日本国内在住者で

も適切と判断されれば対象と

なるか、ご教示ください。 

・日本国内在住者でも適切と

判断されれば対象となりま

す。 

５（６）米国・台

湾向けOTAサイ

トへの埼玉県特集

ページの制作・掲

載 

特集ページの制作・掲載にあ

たっては、米国・台湾向け少

なくとも 1サイトはOTAサイ

トで実施するとして、もう１

サイトが難しい場合は、代替

・特集ページの掲載にあたっ

ては、OTAサイト内で実施

することが望ましいですが、

他に同等の効果が見込まれ

る、その他有効な手法がござ
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案を提示するでも問題ない

か。 

いましたら、代替案をご提示

いただくことも問題ございま

せん。 

５（６）米国・台

湾向けOTAサイ

トへの埼玉県特集

ページの制作・掲

載 

「OTAサイトへの埼玉県特集

ページの制作・掲載」につい

てViator や Klook 等のメジャ

ーなOTAサイトでは特集ペー

ジ等の対応は難しい認識だ

が、具体的な掲載イメージが

あるのか。もしくは既に提携

先のOTAがあればご教示くだ

さい。 

それ以外に有効な方法があれ

ば提案可能か、OTAの特集ペ

ージが必須ということであれ

ば、OTAは一定のものに限定

されるという認識だが問題な

いか、ご教示ください。 

・現在協会が提携している

OTAはありません。特集ペ

ージについて、OTAサイト

内への掲載が望ましいです 

が、当該条件を前提とした場

合、連携可能なOTAが限定

され、対象市場国における利

用状況を踏まえると、必ずし

も効果的な連携とならない可

能性がございます。 

つきましては、OTAサイト

内掲載と同等の効果が見込ま

れる、その他有効な手法がご

ざいましたら、ご提案いただ

くことも可能といたします。 

５（９）ターゲテ

ィング広告の配信 

過去に活用した経験のある媒

体や、現在活用している媒体が

あれば、効果をより高く見積

もることができるためご教示

ください。 

・令和 7年度では米国市場を

中心にMeta や Crimtan を活

用しています。 

 


